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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　探触子から超音波を被検体に送信させ、該超音波の送信に対応する反射エコー信号を受
信して断層画像を取得する断層画像取得手段と、前記反射エコー信号に基づいて前記被検
体の生体組織の組織弾性量を求めて弾性画像を取得する第１の取得モードを備えた弾性画
像取得手段と、少なくとも前記弾性画像を表示する表示手段とを備えた超音波診断装置に
おいて、
　前記弾性画像取得手段は、さらに前記第１の取得モードよりも前記組織弾性量を求める
演算量を減少させる第２の取得モードを備え、前記第２の取得モードによる前記弾性画像
の画質が前記第１の取得モードによる前記弾性画像の画質よりも低減されるとともに、前
記第２の取得モードにより取得される前記弾性画像のフレームレートが前記第１の取得モ
ードにより取得される前記弾性画像のフレームレートよりも高くなることを特徴とする超
音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１記載の超音波診断装置において、前記弾性画像取得手段は、前記第２の取得モ
ードにより算出される前記組織弾性量の精度が、前記第１の取得モードにより算出される
前記組織弾性量の精度よりも低くなるように構成されていることを特徴とする超音波診断
装置。
【請求項３】
　請求項１記載の超音波診断装置において、前記弾性画像取得手段は、前記第２の取得モ
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ードにより取得される前記弾性画像の空間分解能が、前記第１の取得モードにより取得さ
れる前記弾性画像の空間分解能よりも低くなるように構成されていることを特徴とする超
音波診断装置。
【請求項４】
　探触子から超音波を被検体に送信させ、該超音波の送信に対応する反射エコー信号を受
信して断層画像を取得する断層画像取得手段と、前記反射エコー信号に基づいて前記被検
体の生体組織の組織弾性量を求めて弾性画像を取得する第１の取得モードを備えた弾性画
像取得手段と、少なくとも前記弾性画像を表示する表示手段とを備えた超音波診断装置に
おいて、
　前記弾性画像取得手段は、前記組織弾性量を算出するための相関窓が、前記第１の取得
モードに用いられる前記相関窓よりも小さくなるように構成される第２の取得モードを備
えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　探触子から超音波を被検体に送信させ、該超音波の送信に対応する反射エコー信号を受
信して断層画像を取得する断層画像取得手段と、前記反射エコー信号に基づいて前記被検
体の生体組織の組織弾性量を求めて弾性画像を取得する第１の取得モードを備えた弾性画
像取得手段と、少なくとも前記弾性画像を表示する表示手段とを備えた超音波診断装置に
おいて、
　前記弾性画像取得手段は、前記組織弾性量を算出するための探索範囲が、前記第１の取
得モードに用いられる前記探索範囲よりも狭くなるように構成される第２の取得モードを
備えることを特徴とする超音波診断装置。 
【請求項６】
　探触子から超音波を被検体に送信させ、該超音波の送信に対応する反射エコー信号を受
信して断層画像を取得する断層画像取得手段と、前記反射エコー信号に基づいて前記被検
体の生体組織の組織弾性量を求めて弾性画像を取得する第１の取得モードを備えた弾性画
像取得手段と、少なくとも前記弾性画像を表示する表示手段とを備えた超音波診断装置に
おいて、
　前記弾性画像取得手段は、前記組織弾性量を算出するための探索範囲の移動間隔が、前
記第１の取得モードに用いられる前記移動間隔よりも広くなるように構成される第２の取
得モードを備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項１記載の超音波診断装置において、前記第２の取得モードは、前記組織弾性量の
算出の間引き量が、前記第１の取得モードによる前記組織弾性量の算出の間引き量よりも
多くなるように構成されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項７記載の超音波診断装置において、前記組織弾性量の間引きは、走査線方向にお
いて行われることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　請求項８記載の超音波診断装置において、前記組織弾性量の間引きは、前記走査線方向
に略均等に行われることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
　請求項８記載の超音波診断装置において、前記組織弾性量の算出は、前記走査線方向の
一部において他の部分よりも密に行われることを特徴とする超音波診断装置。 
【請求項１１】
　請求項１０記載の超音波診断装置において、前記組織弾性量の算出が密に行われる部分
が、前記走査線方向の略中央部であることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】
　請求項７記載の超音波診断装置において、前記組織弾性量の間引きは、ラスター方向に
おいて行われることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１３】
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　探触子から超音波を被検体に送信させ、該超音波の送信に対応する反射エコー信号を受
信して断層画像を取得する断層画像取得手段と、前記反射エコー信号に基づいて前記被検
体の生体組織の組織弾性量を求めて弾性画像を取得する第１の取得モードを備えた弾性画
像取得手段と、少なくとも前記弾性画像を表示する表示手段とを備えた超音波診断装置に
おいて、
　前記弾性画像取得手段は、前記弾性画像を構成する際に、前記弾性画像毎にその画質を
表す画質数値を算出し、所定の閾値以上の前記画質数値を有する前記弾性画像を構成する
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１４】
　請求項１３記載の超音波診断装置において、前記弾性画像取得手段は、前記第２の取得
モードに用いられる前記閾値が、前記第１の取得モードに用いられる前記閾値よりも小さ
くなるように構成されていることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１５】
　請求項１３記載の超音波診断装置において、前記弾性画像取得手段は、選択されたボデ
ィーマークに対応して、前記画質数値の算出と前記所定の閾値の設定の内の少なくとも一
方を行うことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１６】
　請求項１記載の超音波診断装置において、前記弾性画像取得手段は、前記第２の取得モ
ードよりも、前記組織弾性量を算出するための相関窓を大きくすること、前記組織弾性量
を算出するための探索範囲を広くすること、前記組織弾性量を算出するための探索範囲の
移動間隔を狭くすること、の内の少なくとも一つを前記第１の取得モードにおいて行うこ
とによって前記弾性画像を取得し、前記弾性画像毎にその画質を表す画質数値を求め、前
記第２の取得モードよりも高い閾値以上の前記画質数値を有する１以上の前記弾性画像を
用いて、前記第２の取得モードよりも高画質の前記弾性画像を出力することを特徴とする
超音波診断装置。
【請求項１７】
　請求項１記載の超音波診断装置において、前記弾性画像取得手段は、前記第１の取得モ
ードよりも、前記組織弾性量を算出するための相関窓を小さくすること、前記組織弾性量
を算出するための探索範囲を狭くすること、前記組織弾性量を算出するための探索範囲の
移動間隔を広くすること、の内の少なくとも一つを前記第２の取得モードにおいて行うこ
とによって複数の前記弾性画像を取得し、前記弾性画像毎にその画質を表す画質数値を求
め、前記第１の取得モードよりも低い閾値以上の前記画質数値を有する１以上の前記弾性
画像を用いて、前記第１の取得モードよりも低画質の弾性画像を出力することを特徴とす
る超音波診断装置。
【請求項１８】
　請求項１記載の超音波診断装置において、前記第１の取得モードと前記第２の取得モー
ドとを切り替える手段を備え、前記弾性画像取得手段は、前記切り替え手段からの指示に
対応して、前記取得モードを切り替えることを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を利用して被検体内の診断部位についての超音波反射率断層画像と組
織弾性画像とを取得する機能を有する超音波診断装置に関し、特に組織弾性画像を取得す
るモードの制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波を利用して被検体内の診断部位における生体組織の超音波反
射率を計測し、その反射率を輝度に変換することによって、その診断部位の反射率断層画
像(以下、「断層画像」と略記する)として表示するものである。
　さらに近年、上記超音波診断装置において、探触子等によって生体組織に対して圧力変
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化を与えて取得された断層画像上で生体組織の変位を計測し、その変位の空間微分から生
体組織の歪みや弾性率を計算したりし、生体組織における歪みや弾性率の分布を画像(以
下、「弾性画像」と略記する)として表示することが行われるようになってきた。この弾
性画像は、生体組織の歪みや弾性率に応じて赤や青その他の色相情報を付与して表示され
るものである。この弾性画像を参照することによって、主に生体組織の硬い部分が明瞭に
なり、腫瘍の広がりや大きさを診断することができるようになってきた。(例えば、特許
文献1)
【０００３】
　一般的に、高精度な診断を行うためには、高画質な弾性画像であることが好ましい。し
かしながらが、高画質な弾性画像の取得には時間を要するため、高画質な弾性画像のみを
取得すると、画像診断に時間を要する事を避け得ない。
【０００４】
　たとえば、(特許文献1)に開示された従来の弾性画像診断機能を有する超音波診断装置
は、弾性画像の取得モードとして精密検査に適した一種類のみを有しており、高画質と一
定のフレームレートを有する取得モード(以下、精検モードと略記する)のみで弾性画像を
取得している。
　しかし、(特許文献1)には、短時間で診断できる様な高いフレームレートで弾性画像を
素早く取得する取得モード(以下、スクリーニングモードと略記する)については考慮され
ていなく、そのための手段や方法等については全く記載されていない。
【特許文献１】特開2005－118152号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、断層画像と弾性画像とを取得する機能を有した超音波診断装置において、精
検モードの他にスクリーニングモードにも対応できて、各々の検査目的に好適な弾性画像
を取得できるようにすることを目的とする。
　上記目的を達成するための、本発明の超音波診断装置は以下の様に構成される。即ち、
　探触子から超音波を被検体に送信させ、該超音波の送信に対応する反射エコー信号を受
信して断層画像を取得する断層画像取得手段と、前記反射エコー信号に基づいて前記被検
体の生体組織の組織弾性量を求めて弾性画像を取得する第1の取得モードを備えた弾性画
像取得手段と、少なくとも前記弾性画像を表示する表示手段とを備え、さらに、前記弾性
画像取得手段は、前記第1の取得モードとは異なる第2の取得モードを備える。
【０００６】
　以上説明したように、本発明の超音波診断装置によれば、弾性画像の取得モードを複数
備えるので、一つを精検モードに、他の一つをスクリーニングモードに好適な取得モード
とすることにより、精検モードの他にスクリーニングモードにも対応できて、各々の検査
目的に好適な弾性画像を取得することが可能になる。その結果、全体としての診断時間を
短縮することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明で適用する超音波診断装置の全体図を示す図である。
【図２】本発明の第1，2の実施形態の一実施例を示す図である。
【図３】本発明の第3の実施形態の第1の実施例を示す図である。
【図４】本発明の第3の実施形態の第2の実施例を示す図である。
【図５】本発明の第4の実施形態を示す図である。
【図６】取得モードの切り替え手段の一例を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、添付図面に従って本発明の超音波診断装置の好ましい実施形態について詳説する
。なお、発明の実施形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符
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号を付け、その繰り返しの説明は省略する。
　最初に、本発明が適用される超音波診断装置の一例の全体概要を図1に基づいて説明す
る。図1に示すように、超音波診断装置には、被検体101に当接させられて用いられる探触
子102と、探触子102を介して被検体101に時間間隔をおいて超音波を繰り返し送信する送
信回路と、被検体101から発生する時系列の反射エコー信号を受信する受信回路と、受信
された反射エコーを整相加算してRF信号データを時系列に生成する整相加算回路とを有す
る超音波送受信部103と、整相加算回路からのRF信号データに基づいて被検体101の断層画
像を濃淡画像例えば白黒画像として構成する断層画像構成部104と、整相加算回路のRF信
号データから被検体101の生体組織の変位を計測して歪み分布を求める歪み演算部105と、
歪み分布とカラースケール構成部110からのカラースケールデータとに基づいてカラー弾
性画像を構成する弾性画像構成部106とが備えられている。そして、白黒断層画像とカラ
ー弾性画像の割合を変えて合成する合成部107と、合成された合成画像を表示するCRT108
が備えられている。また、各構成要素をそれぞれ制御する制御演算部111が備えられ、制
御演算部111から制御信号が上記各構成要素に送られる。この制御演算部111には、入力手
段としての操作卓112が接続されて操作者からの指示が入力され、その入力に基づいて制
御演算部111が上記各構成要素をそれぞれ制御する。
【０００９】
　探触子102は、複数の振動子が配設されて形成されており、超音波ビームを形成するよ
うに電子的に走査されて、被検体101に超音波を送信すると共に被検体101からの反射エコ
ー信号を受信する機能を有している。
　超音波送受信部103は、送波される複数の超音波の収束点をある深さに設定する機能と
、設定された収束点に収束するように探触子102を駆動して超音波ビームを発生させるた
めの送波パルスを生成する機能と、探触子102で受信された反射エコー信号を所定のゲイ
ンで増幅してRF信号すなわち受波信号を生成する機能と、複数の収束点の各々において収
束するように複数のRF信号を整相加算してRF信号データを生成する機能と、を有している
。
【００１０】
　断層画像構成部104は、信号処理部と、白黒スキャンコンバータとを有して構成されて
いる。信号処理部は、超音波送受信部103からのRF信号データが入力されて、そのRF信号
データのゲイン補正、ログ圧縮、検波、輪郭強調、フィルター処理等の信号処理を行う。
白黒スキャンコンバータは、上記信号処理されたRF信号データを1画像分記憶して、表示
フォーマットに対応した白黒画像に変換する。
【００１１】
　歪み演算部105は、超音波送受信部103からのRF信号データを蓄積してフレームデータと
するとともに、超音波診断装置のフレームレートで経時的に次々と入力されるこのフレー
ムデータの間で1次元もしくは2次元相関処理を実行し、フレーム内の各計測点における超
音波信号の変位もしくは移動ベクトル(変位の方向と大きさ)を検出し、変位フレームデー
タを生成する。
【００１２】
　この移動ベクトルの計測法としては、例えばブロックマッチング法とグラジェント法と
がある。ブロックマッチング法は、画像を例えばN×N画素からなるブロックに分け、現時
相フレーム中の着目しているブロックに最も近似しているブロックを過去時相フレームか
ら探索し、これを参照して予測符号化を行う方法である。グラディエント法は、例えば現
時相と過去時相のフレームとの間で各対象を追跡し、その位相差より変位量を算出する方
法である。以下に説明する本発明の各実施例では、歪み演算部105は、このブロックマッ
チング法を用いて変位量を算出しているが、グラディエント法や他の方法を用いて変位量
を算出しても良い。
　そして、歪み演算部105は、変位フレームデータ(変位量)に基づいてフレーム内の各計
測点の歪み又は弾性率を演算して、その歪み又は弾性率の数値データ(弾性フレームデー
タ)を生成し、弾性画像構成部106の階調化部に出力する。
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【００１３】
　ここで、計測点の歪みは、その点の変位分布を空間微分して得られる値である。また、
弾性率の演算の際には、演算制御部111を介して入力された圧力センサ113からの圧力デー
タが用いられる。弾性率の内の一つとしてヤング率が知られており、歪み演算部105は、
このヤング率Ymの演算を行うこともある。ヤング率Ymは、以下の(1)式に示されているよ
うに、各計測点における応力(圧力)を各計測点における歪み値で除することにより求めら
れる。以下の(1)式において、i，jの指標は、フレームデータの座標を表す。
　Ｙｍi，j＝{応力(圧力)i，j}／(歪み値i，j )　　(i,j＝1，2，3，・・・) 　　(1)
【００１４】
　ここで、体表に与えられた圧力は、例えば図1に示す様に、被検体101の体表と探触子10
2に装着された圧迫板114との接触面に圧力センサ113を介在させて、制御演算部111がこの
圧力センサ113を介して圧力データを計測することによって得られる。或いは、本願の出
願人が先に出願した特願2003－300325号に記載されているような方法を用いて圧力が計測
されてもよい。
　なお、歪み演算部105は、算出された弾性フレームデータに対して座標平面内における
スムージング処理、コントラスト最適化処理や、フレーム間における時間軸方向のスムー
ジング処理などの様々な画像処理を施し、処理後の弾性フレームデータを歪み値として出
力してもよい。
【００１５】
　弾性画像構成部106は、階調化部とカラースキャンコンバータとから成る。階調化部は
、歪み演算部105から入力される弾性フレームデータにおける各点の歪み値データを、例
えば256段階の階調に割り振るために、8ビット構成の信号(階調データ)に丸め込み、8ビ
ット構成(256段階)の階調データに変換する。例えば、歪み値が大きいデータは赤色コー
ドに変換され、歪み値が小さいデータは青色コードに変換される。そして階調化部は、こ
の変換された階調データをカラースキャンコンバータに出力する。
　カラースキャンコンバータは、階調化部から入力される8ビット構成(256段階)の階調デ
ータに基づいて赤色、黄色、緑色、水色、青色などの色相を弾性フレームデータに付与す
る。そしてカラースキャンコンバータは、この色相と予めカラースケール構成部110で設
定されたカラースケールとに基づいて、弾性フレームデータの色付けを行い弾性画像とし
て出力する。
　以下、歪み又は弾性率を纏めて組織弾性量又は組織弾性信号と記載する。
【００１６】
(第1の実施形態)
　次に本発明の超音波診断装置の第1の実施形態を説明する。本実施形態は、複数のフレ
ーム間で超音波信号の変位量を検出するための相関窓の大きさを制御することにより、弾
性画像の少なくとも精度が異なる複数の取得モードを設ける。
【００１７】
　一般的な検査手順は、広範囲の領域から短時間で診断部位の探索と特定が行われ、その
後に特定された診断部位の精査が行われる。この操作手順に従って、本実施形態では、弾
性画像を取得する取得モードとして、診断部位の精査に適した精検モードの他に、広範囲
の領域から短時間で診断部位の探索と特定に適したスクリーニングモードを備える。更に
各取得モードを細分化して3以上の取得モードを備えても良い。これにより、スクリーニ
ングモードにより探触子を素早く移動させて連続的に弾性画像を取得することで、短時間
で診断部位の探索と特定が行われる。このスクリーニングモードにより患部の発見、つま
り診断すべき部位が特定されると、次に精検モードに切り替えられて、特定された診断部
位の高画質な弾性画像が取得されて、精密な診断に供されることになる。
【００１８】
　本実施形態の一実施例を図2を用いて説明する。図2は、リニア型の探触子を用いて走査
線202を平行に移動させて得られる断層画像201内の領域で、組織弾性量が算出されて弾性
画像203が描出される例を示している。
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　歪み演算部105は、点206-1における超音波信号の変位量を検出するために、現時相フレ
ームにこの点206-1を含む相関窓205-1と探索範囲204-1(点線)とを設定し、過去時相フレ
ームにおいてこの探索範囲204-1内で相関窓205-1と同じ大きさの相関窓205-2を移動させ
ながら、相関窓205-1と相関窓205-2との間で相関値を求めることにより、2つのフレーム
間での点206-1における超音波信号の変位量を算出する。
【００１９】
　つまり、歪み演算部105は、現時相フレームにおいて相関窓205-1の位置を固定し、過去
時相フレームにおいて相関窓205-2を探索範囲204-1内で1ピクセルずつ前後左右に移動さ
せながら、それぞれの位置で2フレーム間で相関窓205-1と相関窓205-2内の超音波信号の
相関値を求める。図2は、探索範囲204-1右上の相関窓205-21が探索範囲204-1左下の相関
窓205-22に移動した例を示している。そして、相関値が最大となる場合の、現時相フレー
ムにおける相関窓205-1の位置に対する過去時相フレームにおける相関窓205-2の位置との
差、つまり、点206-1を含む微少領域の移動量と移動方向がその点206-1における超音波信
号の変位量とされる。なお、過去時相フレームにおいて相関窓205-2を固定し、現時相フ
レームにおいて相関窓205-1を探索範囲204-1内で移動させながら相関値を求めても良い。
　以降は、点206を移動させながら上述の処理を繰り返して、各点における超音波信号の
変位量が求められる。図2は、次の繰り返し段階において、点206-1が点206-2に移動され
て、その点206-2において新たに探索範囲204-2(1点鎖線)が設定されている例を示してい
る。
【００２０】
　以上の変位量を求める処理において、相関窓が大きくされると、相関値を演算する演算
量が増加するので変位量を算出するための演算時間が長くなる。その結果、組織弾性量を
求めるための演算時間も長くなるので、弾性画像のフレームレートが低下することになる
。一方、相関窓が大きくされると、相関値を演算する領域が広がるのでマッチングの精度
が向上する。その結果、変位量の算出精度が向上するので、弾性画像の精度も向上する。
逆に、相関窓が小さくされると、変位量を求める演算量が減少して弾性画像のフレームレ
ートが向上することになる。しかし、変位量の算出精度が低下するので、弾性画像の精度
も幾分低下することになる。
【００２１】
　以上のことから、相関窓の大きさが制御されることよって、弾性画像の精度が制御され
ることが理解される。また、相関窓の大きさが制御されることによって、弾性画像のフレ
ームレートも制御されることが理解される。これにより、検査目的に対応して相関窓の大
きさを制御することにより、検査目的に好適となるように弾性画像の精度とフレームレー
トとを制御することが可能になる。
【００２２】
　例えば、歪み演算部105は、スクリーニングモードでは、相関窓を小さくすることによ
り、フレームレートを高めることを優先させて精度は劣るが弾性画像を描出しやすくし、
広範囲の領域から短時間で診断部位の探索と特定を行えるようにすることができる。一方
、歪み演算部105は、精検モードでは、相関窓を大きくすることにより、フレームレート
よりも高精度な弾性画像を描出できることを優先させることによって、診断部位に関する
精度の高い診断を行える様にすることができる。
【００２３】
　具体的には、スクリーニングモードでは、相関窓の大きさを5ピクセル×1ピクセルとす
ることにより、弾性画像のフレームレートを60F/S程度とすることができる。これは一般
的な超音波診断に充分なフレームレートである。また、精検モードでは、相関窓の大きさ
を30ピクセル×3ピクセルとすることにより、スクリーニングモードよりも高精度な弾性
画像を描出することができる。このとき、弾性画像のフレームレートは10F/S程度となる
。
　なお、歪み演算部105は、相関窓の大きさをより細かく制御することにより、上記2つの
取得モードをより細分化した取得モードを有することが可能になる。



(8) JP 4762144 B2 2011.8.31

10

20

30

40

50

【００２４】
　以上、説明したように本実施形態によれば、相関窓の大きさを制御することによって、
弾性画像の少なくとも精度が異なる複数の取得モードを設けることが可能になり、検査目
的に対応して取得モードを使い分けることが可能になる。
【００２５】
(第2の実施形態)
　次に本発明の超音波診断装置の第2の実施形態を説明する。本実施形態は、複数のフレ
ーム間で超音波信号の変位量を検出するための探索範囲の広さを制御することにより、弾
性画像の少なくとも画質が異なる複数の取得モードを設ける。
　本実施形態においても、前述の第1の実施形態と同様に、弾性画像を取得する取得モー
ドとして、精検モードの他にスクリーニングモードを含む複数の取得モードを備え、以下
の本実施形態の説明においても、これら2つの取得モードを例にして説明する。
【００２６】
　本実施形態の一実施例も、前述の第1の実施形態の一実施例の説明と同様に、図2を用い
て説明する。
　歪み演算部105は、前述したように、点206-1における超音波信号の変位量を検出するた
めに、この点206-1を含む現時相フレームの相関窓205-1と探索範囲204-1とを設定し、過
去時相フレームにおいてこの探索範囲204-1内で相関窓205-1と同じ大きさの相関窓205-2
を移動させながら、相関窓205-1と相関窓205-2との間で相関値を求めることにより、2つ
のフレーム間での点206-1における超音波信号の変位量を算出する。
【００２７】
　以上の変位量を求める処理において、探索範囲が広くされると、相関窓を移動させる回
数が増加するので、変位量を算出するための演算量と演算時間が増加する。その結果、組
織弾性量を求めるための演算時間も増加するので、弾性画像のフレームレートが低下する
ことになる。一方、探索範囲が広くされると、より広い範囲で相関値の演算によるマッチ
ングが行われるので、超音波信号の大きな変位も捕捉されることになる。その結果、変位
量の算出精度が向上するので、弾性画像のアーチファクトが低減して画質が向上すること
になる。
　逆に、探索範囲が狭くされることにより、変位量を求める演算量が減少して弾性画像の
フレームレートが向上することになる。しかし、変位量の算出精度が低下するので弾性画
像のアーチファクトが増加して画質も幾分低下する可能性がある。
【００２８】
　以上のことから、探索範囲の広さが制御されることによって、弾性画像の画質つまり弾
性画像に含まれるアーチファクト量が制御されることが理解される。また、探索範囲の広
さが制御されることによって、弾性画像のフレームレートも制御されることが理解される
。これにより、検査目的に対応して探索範囲の広さを制御することにより、検査目的に好
適となるように弾性画像の画質(つまり、弾性画像に含まれるアートファクト量)とフレー
ムレートとを制御することが可能になる。
【００２９】
　例えば、歪み演算部105は、スクリーニングモードでは、探索範囲を狭くすることによ
り、画質よりもフレームレートを高めることを優先させて弾性画像を描出しやすくし、広
範囲の領域から短時間で診断部位の探索と特定を行えるようにすることができる。一方、
歪み演算部105は、精検モードでは、探索範囲を広くすることにより、フレームレートよ
りもアーチファクトが低減された高画質な弾性画像を描出できることを優先させることに
よって、診断部位に関する精度の高い診断を行える様にすることができる。
【００３０】
　具体的には、精検モードでは、探索範囲の広さを10ピクセル×1ピクセルとすることに
より、弾性画像のフレームレートを60F/S程度とすることができる。また、精検モードで
は、探索範囲の広さを100ピクセル×1ピクセルとすることにより、スクリーニングモード
よりも高画質な弾性画像を描出することができる。このとき、弾性画像のフレームレート
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は6F/S程度となる。
　なお、歪み演算部105は、探索範囲の広さをより細かく制御することにより、上記2つの
取得モードをより細分化した取得モードを有することが可能になる。
【００３１】
　以上、説明したように本実施形態によれば、探索範囲の広さを制御することによって、
弾性画像の少なくとも画質が異なる複数の取得モードを設けることが可能になり、検査目
的に対応して取得モードを使い分けることが可能になる。
【００３２】
(第3の実施形態)
　次に本発明の超音波診断装置の第3の実施形態を説明する。本実施形態は、複数のフレ
ーム間で超音波信号の変位量を検出するために設定される探索範囲の移動間隔を制御する
ことにより、つまり組織弾性量の算出の間引き方を制御することにより、弾性画像の空間
分解能とフレームレートの内の少なくとも一方が異なる複数の取得モードを設ける。
　本実施形態においても、前述の第1の実施形態と同様に、弾性画像を取得する取得モー
ドとして、精検モードの他にスクリーニングモードを含む複数の取得モードを備え、以下
の本実施形態の説明においても、これら2つの取得モードを例にして説明する。
【００３３】
　本実施形態の第1の実施例を説明する。本実施例は、図2の探索範囲204を走査線方向(つ
まり深度方向)に移動させる間隔を制御することにより、つまり組織弾性量の算出の間引
き方を走査線方向に制御することにより、弾性画像の空間分解能とフレームレートの内の
少なくとも一方を制御する例である。探索範囲204を走査線方向に移動させる間隔を制御
することは、具体的には、組織弾性量を算出する点数を走査線方向に間引くその間引き方
を制御することを意味する。つまり、探索範囲204の移動間隔を広くすることは、組織弾
性量の算出の間引き量を多くすること、つまり組織弾性量の算出を疎にすることであり、
逆に探索範囲204の移動間隔を狭くすることは、組織弾性量の算出の間引き量を少なくす
ること、つまり組織弾性量の算出を密にすることである。従って、組織弾性量の算出が密
にされた領域の空間分解能は向上し、逆に疎にされた領域の空間分解能は低下することに
なる。
【００３４】
　図3を用いて本実施例を説明する。図3は、走査線方向における組織弾性量を算出する点
の間引き方を異ならせることによって、スクリーニングモードと精検モードとの間で弾性
画像の空間分解能とフレームレートの内の少なくとも一方を異ならせる例を示している。
図3の記号301は超音波信号を、記号302は算出された組織弾性量が反映された組織弾性信
号を表している。
【００３５】
　図3(a)は、精検モードでの組織弾性量を算出する点の間引き方の一例である。精検モー
ドでは、高空間分解能な弾性画像が好ましいために、弾性画像構成部106は、走査線上の
全ての超音波信号を用いて組織弾性量を算出する。つまり、弾性画像構成部106は、走査
線上の超音波信号毎に、前後のフレーム間でその超音波信号の変位量を検出して組織弾性
量を求め、弾性画像を構成する。従って、このような精検モードでの弾性画像の空間分解
能は向上することになる。しかし、各点の組織弾性量の算出には膨大な計算量が必要であ
り、更に走査線上の全ての超音波信号毎に組織弾性量が算出されるので、精検モードでの
弾性画像のフレームレートは低下することになる。具体的には、この精検モードでは15F/
S程度のフレームレートとなる。
【００３６】
　一方、スクリーニングモードでは、弾性画像構成部106は、組織弾性量を算出する点数
を間引いて弾性画像を構成するための演算量を低減させることによって、弾性画像のフレ
ームレートを向上させて、短時間で診断部位が探索・特定されるようにする。しかし、ス
クリーニングモードでは、組織弾性量の算出が間引かれた領域の空間分解能が低下するこ
とになる。このようにしてフレームレートの向上が優先されたスクリーニングモードの具
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体例を図3(b)～(d)に示す。
【００３７】
　図3(b)は、走査線方向に均等な間隔で組織弾性量の算出が間引かれるスクリーニングモ
ード(均等)を示す。
　このモードでは、弾性画像構成部106は、走査線上の超音波信号4点中1点を任意に選択
して、その点において組織弾性量を算出する。したがって、このスクリーニングモード(
均等)では、図3(a)に示されている精検モードと比較して、弾性画像構成部106は1/4の信
号処理量で1フレームの弾性画像を構成することができる。つまり、スクリーニングモー
ド(均等)では、弾性画像のフレームレートが向上し、短時間で弾性画像の表示更新が行わ
れる。しかし、このスクリーニングモード(均等)での弾性画像の空間分解能は低下し、前
述の精検モードの略1/4となる。
【００３８】
　なお、図3(b)の例では、走査線上の超音波信号4点中1点が選択され、その点においての
み組織弾性量が算出される間引きが行われているが、組織弾性量の算出を行う走査線上の
超音波信号の選択は、3点中1点、或いは、2点中1点等の間引き率で行われてもよい。また
、走査線上で等間隔の間引きではなく、フレーム内の1/4等の点が無作為に選択されて、
その点の組織弾性量の算出が行われてもよい。
【００３９】
　図3(c)は、走査線上の中間深度部303において組織弾性量が密に算出され、浅い深度部
と深い深度部において組織弾性量が疎に算出されるスクリーニングモード(中間深度部)を
示す。
　このスクリーニングモード(中間深度部)では、例えば、弾性画像構成部106は、中間深
度部303では、走査線方向に連続する5点で組織弾性量を算出し、それらの組織弾性量が算
出された点群の隣の1点では組織弾性量を算出せずに間を置いて、その隣の点では組織弾
性量を1点算出する。そして、その点の隣の連続する2点では組織弾性量を算出せずに間を
置いて、その隣の点では組織弾性量を1点算出する。このように、弾性画像構成部106は、
中間深度部303から浅い深度部、或いは深い深度部に向かうにつれて、組織弾性量の算出
頻度を徐々に疎にする。従って、このスクリーニングモード(中間深度部)でも、図3(a)に
示される精検モードと比べて、少ない信号処理量で1フレームの弾性画像が構成されるこ
とになるので、弾性画像のフレームレートが向上する。また、組織弾性量の算出が疎にさ
れた領域の空間分解能は低下するが、密にされた領域の空間分解能は図3(a)に示される精
検モードと同程度となる。
【００４０】
　一般的に、癌等の病変組織が中間深度部に位置するように描出されるために、主に断層
画像の中間部において密に組織弾性量が算出されて高空間分解能となるスクリーニングモ
ード(中間深度部)は、診断に好都合となる。
【００４１】
　図3(d)は、走査線上の深い深度部304において組織弾性量が密に算出され、浅い深度部
と中間深度部において組織弾性量が疎に算出されるスクリーニングモード(深い深度部)を
示す。
　このスクリーニングモード(深い深度部)では、例えば、弾性画像構成部106は、深い深
度部では、走査線方向に連続する5点で組織弾性量を算出し、それらの組織弾性量が算出
された点群の隣の1点では組織弾性量を算出せずに間を置いて、その隣の点では組織弾性
量を1点算出する。そして、その点の隣の2点では組織弾性量を算出せずに間を置いて、そ
の隣の点では組織弾性量を1点算出する。このように、弾性画像構成部106は、深い深度部
から浅い深度部に向かうにつれて、組織弾性量の算出頻度を徐々に疎にする。なお、浅い
深度部では、組織弾性量302が算出されないように設定されてもよい。従って、このスク
リーニングモード(深い深度部)でも、図3(a)に示される精検モードと比べて、少ない信号
処理量で1フレームの弾性画像が構成されることになるので、弾性画像のフレームレート
が向上する。また、前述のスクリーニングモード(中間深度部)と同様に、組織弾性量の算
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出が疎にされた領域の空間分解能は低下するが、密にされた領域の空間分解能は図3(a)に
示される精検モードと同程度となる。
【００４２】
　なお、上記スクリーニングモード(深い深度部)とは逆に、浅い深度部から深い深度部に
向かうにつれて、組織弾性量の算出頻度が徐々に疎にされるスクリーニングモード(浅い
深度部)でも良い。
【００４３】
　以上の、組織弾性量の算出頻度を疎にされた領域においては、組織弾性量が実際に算出
されなかった点における組織弾性量は、近傍の算出された組織弾性量を用いて補間によっ
て求められる。補間処理は、実際の組織弾性量の算出よりもより遙かに少ない演算量とな
るので、弾性画像のフレームレートに影響を与えることは無い。
【００４４】
　また、弾性画像構成部106は、上述のスクリーニングモード(中間深度部)とスクリーニ
ングモード(深い深度部)或いはスクリーニングモード(浅い深度部)とを連続的に切り替え
て組織弾性量の算出を行っても良い。この様な連続的な切り替えによって、弾性画像構成
部106は、フレームレートを高めつつフレーム全体の弾性画像を表示させることができる
。
　或いは、操作者の操作卓112からの入力に従って、組織弾性量が密に算出される領域又
は疎に算出される領域が移動されてもよい。例えば、操作者は、より浅い深度部において
組織弾性量を密に算出したい場合に、密領域303，304を走査線方向の上方に移動させる。
逆に、操作者は、より深い深度部位において組織弾性量を密に算出したい場合に、密領域
303，304を走査線方向の下方に移動させる。この密領域303，304の移動に対応して、移動
後の密領域303，304から浅い深度部、或いは深い深度部に向かうにつれて、組織弾性量の
算出頻度が徐々に疎にされることになる。なお、上述の例では、密領域303, 304を移動さ
せる例を説明したが、逆に密領域303, 304以外の疎領域が移動されても良い。
【００４５】
　このようにして、組織弾性量が密に算出される領域又は疎に算出される領域が断層画像
上において移動させられることにより、腹部・前立腺等の診断部位の位置或いは探触子の
種類により組織弾性量が密に算出されるべき深度が異なる場合にも柔軟に対応して、スク
リーニングモードは高いフレームレートで弾性画像の構成と表示が可能となる。
【００４６】
　以上のように、走査線方向に組織弾性量の算出が間引かれることによって、フレームレ
ートが向上されたスクリーニングモードを実現することが可能になり、短時間で診断部位
の探索と特定が可能になる。
【００４７】
　次に、本実施形態の第2の実施例を説明する。本実施例は、図2の探索範囲204をラスタ
ー方向(走査線方向に略直交する方向)に移動させる間隔を制御することにより、つまり組
織弾性量の算出の間引き方をラスター方向に制御することにより、弾性画像の空間分解能
とフレームレートの内の少なくとも一方を制御する例である。探索範囲204をラスター方
向に移動させる間隔を制御することは、具体的には組織弾性量を算出する点数をラスター
方向に間引くその間引き方を制御することを意味する。そして、前述の第１の実施例と同
様に本実施例においても、組織弾性量の算出が密にされた領域の空間分解能は向上し、逆
に疎にされた領域の空間分解能は低下することになる。
【００４８】
　図4を用いて本実施例を説明する。図4は、コンベックス型の探触子を用いて得られる断
層画像において、組織弾性量の算出がラスター方向に間引かれたスクリーニングモードを
示す。組織弾性量が算出される走査線を走査線401、組織弾性量が算出されない走査線を
走査線402として示す。図4に示す実施例は、超音波2走査線の内、1走査線における組織弾
性量の算出が間引かれたスクリーニングモードである。ただし、2走査線毎のみならず3以
上の走査線毎に1走査線の組織弾性量の算出が間引かれても良い。このようにして弾性画
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像のフレームレートを向上させることができる。ただし、組織弾性量の算出を間引かれた
走査線近傍の領域の空間分解能は低下する。つまり、組織弾性量の算出を間引かれる走査
線の割合が高められるほど、弾性画像のフレームレートが向上し、逆に空間分解能は低下
することになる。
【００４９】
　ラスター方向の組織弾性量の算出の間引き方の別例としては、フレームの中央部では、
組織弾性量の算出頻度を密(つまり、ラスター方向の間引きを疎)にし、フレームの両端に
行くに従って組織弾性量の算出頻度を徐々に疎(つまり、ラスター方向の間引きを密)にす
ることもできる。あるいは、フレームのいずれか一方の側の領域では、組織弾性量の算出
頻度を密にし、フレームの反対側の領域に行くに従って組織弾性量の算出頻度を徐々に疎
にすることもできる。なお、徐々に疎にされて最後は組織弾性量の算出がされないように
してもよい。
【００５０】
　また、前述の第1の実施例と同様に、組織弾性量の算出を間引かれた走査線における組
織弾性量は、実際に組織弾性量が算出された近傍の走査線の組織弾性量を用いて補間によ
って求められる。そして、この補間処理がフレームレートに影響を与えることは実質的に
無いことも、前述の第1の実施例と同様である。
【００５１】
　以上のように、ラスター方向に組織弾性量の算出が間引かれることによって、フレーム
レートが向上されたスクリーニングモードを実現することが可能になり、短時間で診断部
位の探索と特定が可能になる。
【００５２】
　また、本実施例のラスター方向に組織弾性量の算出を間引かれたスクリーニングモード
と図3(a)に示した精検モードとを切り替えることにより、図3に示す前述の第1の実施例と
同様に、短時間で診断部位の探索・特定と、診断部位の高精度な診断が可能になる。
【００５３】
　さらに、第1の実施例の走査線方向の間引きによるスクリーニングモードと、第２の実
施例のラスター方向の間引きによるスクリーニングモードとを混在させて任意に切り替え
て行われるスクリーニングモードでも良い。例えば、図3(b)と図4のスクリーニングモー
ドが交互に切り替えられて実行されても良い。これにより、走査線方向とラスター方向の
間引きが交互に行われることになる。或いは、走査線方向の間引きとラスター方向の間引
きとが同時に行われても良い。これらにより、走査線方向とラスター方向における組織弾
性量の算出の間引きが略均等に行われて、弾性画像の画質を等方的にすることが可能にな
る。
【００５４】
　以上迄の、フレームレートを向上させることができる各実施例のスクリーニングモード
においては、そのフレームレートを例えば約25～30F/Sとすることができ、前述の精検モ
ードの約1.5倍以上のフレームレートを実現することができる。
【００５５】
　ここで、フレームレート向上の効果を具体的に説明する。例えば組織が荒く圧迫された
様な場合に、その組織が図2に示される探索範囲204以上に変位してしまう場合も生じる。
そのような場合には、相関窓205による超音波信号の変位が検出されないか、又は超音波
信号が異なる位置に変位したものと誤認されてしまい、それぞれ組織弾性量が算出されな
いか、又は誤った組織弾性量となってしまう。
【００５６】
　そこで、前述のスクリーニングモードでフレームレートを向上させることにより、時間
的に隣接する2フレーム間の時間間隔が短くなる。そのため、その時間間隔内での組織の
変位間隔も短くなるので、超音波信号の変位も探索範囲204内となる。従って、早く変位
する超音波信号であっても、探索範囲204内でその変位を補足することができるようにな
り、組織弾性量の算出精度を向上させることができる。つまり、例えば粗い圧迫による、
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生体組織の速い動きがあっても、精度良く組織弾性量を算出して弾性画像を構成すること
が可能になる。
【００５７】
　この高フレームレートのスクリーニングモードで癌等の腫瘍部が見つかったら、スクリ
ーニングモードから精検モードに切り替えられて、その腫瘍部の精査が行われる。この切
り替えは、例えば操作卓112からの入力指示により弾性画像構成部106が行う。スクリーニ
ングモードから精検モードへの切り替えによって、操作者は、診断部位の発見とその高精
細な硬さ分布の取得及び正確な診断を短時間で行うことができる。
【００５８】
　図6に取得モード切り替え一例を示す。図6は、コンベックス型探触子を用いて得られた
断層画像601内に弾性画像を算出するフレーム602が設定されて、そのフレーム602におい
て弾性画像が表示されている例を示している。なお、603は固い組織の一例である癌を示
したものであり、弾性画像602は癌603の領域の固さを識別して別の色相で表示している例
を示している。この例では、スクリーニングモードと精検モードの選択を行うためのメニ
ューが画面上に表示され、いずれかのメニューが選択されることにより、その取得モード
が選択される例を示している。この取得モードの選択は、例えば操作卓112からの入力指
示により行われる。選択中の取得モードは円604で示されている。或いは、その取得モー
ドの文字列がハイライト表示されても良い。図6では、スクリーニングモード1が選択され
ていることが示されている。このとき、前述のいずれかの実施形態で説明されたスクリー
ニングモードで弾性画像が描出されることになる。一方、精検モード2が選択された場合
は、前述のいずれかの実施形態で説明された精検モードで弾性画像が描出されることにな
る。
【００５９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、複数のフレーム間で超音波信号の移動量を
検出するために設定される探索範囲の移動量を制御することにより、つまり、走査線方向
とラスター方向の内の少なくとも一方の組織弾性量の算出の間引き方を制御することによ
り、弾性画像の空間分解能とフレームレートの内の少なくとも一方が異なる複数の取得モ
ードを設けることが可能になり、検査目的に対応して取得モードを使い分けることが可能
になる。
【００６０】
(第4の実施形態)
　次に本発明の超音波診断装置の第4の実施形態を説明する。本実施形態は、複数の時系
列元弾性画像を用いて出力弾性画像を構成する際に、出力弾性画像の画質とフレームレー
トの内の少なくとも一方が異なる複数のモードを設ける。
　本実施形態におけても、前述の第1の実施形態と同様に、弾性画像を取得する取得モー
ドとして、精検モードの他にスクリーニングモードを含む複数の取得モードを備え、以下
の本実施形態の説明においても、これら2つの取得モードを例にして説明する。
【００６１】
　本実施形態の一実施例を図5を用いて説明する。弾性画像の滑らかな動画表示を行うた
めに、弾性画像構成部106は、FIRフィルターやIIRフィルターを用いて過去の数フレーム
の時系列元弾性画像データから演算により出力弾性画像を構成する。
【００６２】
　図5は、過去6フレームの時系列元弾性画像データを用いて出力弾性画像を構成するFIR
フィルター方式を示している。各元弾性画像における画質の数値は、その値が高いほど高
画質であることを表す数値であり、元弾性画像に含まれるアーチファクトの含有率に反比
例する数値である。この画質を表す数値の求め方は後述する。また、各元弾性画像に付帯
しているT(T-i＜T-j;i＜j)は、その元弾性画像が取得された相対的な過去に遡る時間を示
している。
【００６３】
　フィルターを用いて時系列元弾性画像から出力弾性画像が構成される際には、以下の3
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つの条件が満たされるように出力弾性画像が構成される。
　(1)所定の閾値以上の画質数値を有する元弾性画像のみが用いられる。
　(2)最新の元弾性画像の画質数値が所定の閾値以上である場合のみ、過去の数フレーム
の時系列元弾性画像から出力弾性画像が構成される。従って、最新の元弾性画像の画質数
値が所定の閾値未満となった場合には、出力弾性画像が構成されず、CRT108に表示される
画像は白黒断層画像のみとなる。
　(3)最新の元弾性画像がアーチファクトを含むと判定された場合には出力弾性画像が構
成されない。弾性画像におけるアーチファクトについては後述する。
【００６４】
　上記3つの条件を満足するように出力弾性画像を構成する際に、画質数値に対する閾値
を検査目的に対応して制御することにより、出力弾性画像の画質とフレームレートの内の
少なくとも一方を検査目的に適合させ得ることが、以下の各取得モードの説明により理解
される。
【００６５】
　スクリーニングモードでは、広範囲の領域から短時間で診断部位を探索するために、生
体組織への粗い圧迫や探触子の素早い移動が伴うことになる。そのためスクリーニングモ
ードでは、高画質よりも画像の描出のし易さが求められる。そこで、スクリーニングモー
ドでは、画質数値に対する閾値が低めに設定されることにより、出力弾性画像が構成され
る頻度が高められる。つまり出力弾性画像のフレームレートが高められる。フレームレー
トが高められることによって、荒い圧迫や素早い探触子移動による生体組織の素早い変位
があっても、これに追従して弾性画像が描出されやすくなる。また、画質数値の閾値が低
めに設定されることにより、より多くの元弾性画像が出力弾性画像の構成に用いられるた
め、出力弾性画像の画質が安定して高から中程度の画質となる。
【００６６】
　図5(1)に示すスクリーニングモードでは、弾性画像構成部106が、画質閾値を50に設定
し、過去6フレームの中で画質数値が閾値未満のT-3を除く5フレームで出力弾性画像を構
成する例を示している。最新の元弾性画像T-0の画質数値が65で閾値以上であり、アーチ
ファクトを含まないと判定されれば、出力弾性画像が構成されることになる。この場合、
出力弾性画像の画質数値は、各元弾性画像の画質数値の加算平均となる場合には、76とな
る。直前のステップでも、元弾性画像T-1の画質数値が閾値以上の75なので、アーチファ
クトが含まれないと判定されるのであれば、出力弾性画像が構成さることになる。以下、
同様にして過去のステップにおいても、画質数値が閾値以下である元弾性画像T-3のとき
以外に出力弾性画像が構成されることになり、出力弾性画像のフレームレートは各元弾性
画像が生成されるレートと殆ど同じになり、出力弾性画像のフレームレートは高くなる。
【００６７】
　一方、精検モードでは、高画質な弾性画像を取得して診断部位の精密な検査を行うため
に、その診断部位に対して精密且つ緩やかな圧迫が行われることになる。そのため、精検
モードでは、高画質が求められる。そこで精検モードでは、画質数値の閾値が高めに設定
されることにより、高画質な元弾性画像のみが用いられて高画質の出力弾性画像が構成さ
れる。これにより、精密な検査を行うことが可能になる。また、画質数値の閾値が高めら
れることによって出力弾性画像が構成される頻度が低下するので、精検モードでのフレー
ムレートが低下することになる。しかし、精検モードでは、診断部位の精密な検査を行う
ために、探触子102がその診断部位に向けて緩やかに圧迫されることになるので、生体組
織の変位も緩やかになる。従って、フレームレートが低下しても、特に診断部位の描出と
その診断には支障無いことになる。
【００６８】
　図5(2)に示す精検モードでは、弾性画像構成部106が閾値を90に設定して、過去6フレー
ム中で画質数値が閾値以上のT-2, T-5のみで出力弾性画像を構成する例を示している。最
新の元弾性画像T-0の画質数値が65で閾値未満であるので、出力弾性画像が構成されない
。直前のステップでも元弾性画像T-1の画質数値が75で閾値未満であるので、出力弾性画
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像が構成されない。元弾性画像T-2が最新の元弾性画像であった時に、その画質数値が閾
値以上の90であるので、アーチファクトが含まれないと判定されるのであれば、同じく画
質数値が閾値以上の元弾性画像T-5を含んで、出力弾性画像が構成さることになる。この
場合、出力弾性画像の画質数値は、T-2, T-5のみの画質数値の加算平均となる場合には、
92.5となる。また、出力弾性画像のフレームレートは、元弾性画像が生成されるフレーム
レートの約1/3と低くなる。
　上記2つの取得モードの切り替えは、例えば、前述の図6で説明したように画像上に切り
替えメニューが表示されて、操作者による操作卓112からの入力により切り替えられるよ
うにする。
【００６９】
　以上の2つの取得モードにおける画質数値に対する閾値は、対象部位や使用される探触
子に対応して変更されてもよい。対象部位や探触子の種類は選択されるボディーマークに
反映されるので、例えば、図6に示すようにボディーマーク605(図は、ボディーマークの
一例である腹部ボディーマークが選択されてCRTに表示された例を示している。)が選択さ
れたときに、その選択されたボディーマークの種類に対応して閾値が変更されても良い。
具体的には、乳線を対象とする場合は、その組織を安定して歪ませることが出来るので高
画質を得やすい。そこで、乳線のボディーマークが選択された時には、スクリーニングモ
ードでの閾値を50とし、精検モードでの閾値を90とすることができる。また、前立腺を対
象とする場合は、その組織を圧迫し難いために画質が低下する可能性がある。そこで、前
立腺のボディーマークが選択された時には、スクリーニングモードでの閾値を40とし、精
検モードでの閾値を75とすることができる。また、腹部を対象とする場合は、その組織は
歪み難いので画質が低下する可能性がある。そこで、腹部のボディーマークが選択された
時には、スクリーニングモードでの閾値を40とし、精検モードでの閾値を60とすることが
できる。
　或いは、操作者による操作卓112からの入力により、各モードの閾値が設定される様に
してもよい。
【００７０】
　次に、画質を示す数値の求め方について説明する。前述したように、歪み演算部105は
、2フレーム分の断層画像データに対し相関処理を施し、過去時相フレームの断層画像デ
ータに対する現時相フレームの断層画像データの変位量分布を求めて変位フレームデータ
として生成する。そして、この変位量分布に対して空間微分処理を施して、現時相フレー
ムの各点における歪み量又は弾性率を算出し弾性画像データとする。変位量がプラスの傾
きを有していればプラスの歪み量、マイナスの傾きを有していればマイナスの歪み量とな
る。
【００７１】
　さらに、歪み演算部105は、1フレーム内においてプラスの歪み量を持った組織弾性デー
タ数とマイナスの歪み量を持った組織弾性データ数との比率をエラー比率として求める。
つまり、
　エラー比率≡(A－B)／(A＋B)×100(％)
　　　　　 A≡プラスの歪み量を持った組織弾性データ数
　　　　　 B≡マイナスの歪み量を持った組織弾性データ数　　          (2)
とする。
【００７２】
　このエラー比率は、弾性画像におけるアーチファクトの有無判定に用いられる。弾性画
像におけるアーチファクトは、生体組織への圧迫の仕方に関係し、特に被検体101に対し
探触子102を一定に押さないときに発生するスパイクノイズに起因する。例えば、探触子1
02で生体組織を下方向に押しているにもかかわらず、生体組織が上方向に変位してマイナ
スの変位量が発生している場合に、スパイクノイズが発生する。このエラー比率が例えば
-20%、つまりマイナスの歪み量を持った組織弾性データ数がプラスの歪み量を持った組織
弾性データ数よりも有意に多い場合、この弾性画像にはアーチファクトが含まれるものと
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判定される。アーチファクトを有すると判定された元弾性画像は、出力弾性画像を構成す
るためのフィルター演算から排除される。
【００７３】
　以上の各数値から画質数値は例えば以下の(3)式により求めることができる。
　画質数値＝50×α＋30×β＋20×γ
　      α≡(フレーム内歪み量の平均)／規格化定数1
　　　　β≡(エラー比率)／規格化定数2
　　　　γ≡(フレーム内歪み量の分散)／規格化定数3                   (3)
ここで規格化定数1～3は所定の定数であって、それぞれ(フレーム内歪み量の平均)、(エ
ラー比率)、及び(フレーム内歪み量の分散)を規格化するための定数である。上記計算式(
3)により、画質数値は、100以下の値となる。なお、上記(3)式は、3種類の数値を用いて
算出する例を示しているが、3種類の数値の内の少なくとも一つを用いて画質数値が算出
されてもよい。
【００７４】
　また、上記(3)式に示された画質数値を求めるための計算式における各係数の値は、前
述の閾値の場合と同様に、対象部位や使用される探触子に対応して変更されてもよい。対
象部位や探触子の種類は選択されるボディーマークに反映されるので、例えば、選択され
るボディーマークに対応して各係数の値が変更されても良い。具体的には、乳線のボディ
ーマークが選択された場合には、乳線組織が柔らかく圧迫されやすいので、上記αの値が
高めとなる。そのため、αの係数を小さくすることが好ましいので、
　画質数値＝40×α＋30×β＋30×γ                           　    (4)
とすることができる。また、前立腺のボディーマークが選択された場合には、前立腺への
圧迫が行い難くなるので、上記α、β、γの各数値がバランスよく評価されることが好ま
しい。そこで、
　画質数値＝50×α＋25×β＋25×γ                                 (5)
とすることができる。また、腹部のボディーマークが選択された場合には、腹部組織は均
質であるが多少固めであるので上記αの値が低めとなる。そのため、αの係数を大きくす
ることが好ましいので、
　画質数値＝60×α＋30×β＋10×γ                                 (6)
とすることができる。
【００７５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、複数の時系列元弾性画像を用いて出力弾性
画像を構成する際に、出力弾性画像の構成に採用されるための元弾性画像の画質閾値を制
御することによって、出力弾性画像の画質又はフレームレートの内の少なくとも一方が異
なる複数の取得モードを設けることが可能になり、検査目的に対応して取得モードを使い
分けることが可能になる。
【００７６】
　以上迄が、本発明の超音波診断装置における各実施形態の説明である。しかし、本発明
の超音波診断装置は、上記実施形態の説明で開示された内容にとどまらず、本発明の趣旨
を踏まえた上で他の形態を取り得る。
　例えば、前述の各実施形態はそれぞれ独立に実施できるが、任意の2以上の実施形態を
組み合わせることによって、スクリーニングモードにおける弾性画像のフレームレートを
さらに向上させてもよい。或いは、精検モードの画質をさらに向上させてもよい。
【００７７】
　具体的には、スクリーニングモードよりも、組織弾性量を算出するための相関窓を大き
くすること、組織弾性量を算出するための探索範囲を広くすること、組織弾性量を算出す
るための探索範囲の移動間隔を狭くすること、の内の少なくとも一つを精検モードにおい
て行うことによって複数の元弾性画像を取得し、元弾性画像毎にその画質を表す画質数値
を求め、スクリーニングモードよりも高い閾値以上の画質数値を有する１以上の元弾性画
像を用いて、スクリーニングモードよりも高画質で低フレームレートの弾性画像を出力す
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【００７８】
　或いは、精検モードよりも、組織弾性量を算出するための相関窓を小さくすること、組
織弾性量を算出するための探索範囲を狭くすること、組織弾性量を算出するための探索範
囲の移動間隔を広くすること、の内の少なくとも一つをスクリーニングモードにおいて行
うことによって複数の元弾性画像を取得し、元弾性画像毎にその画質を表す画質数値を求
め、精検モードよりも低い閾値以上の画質数値を有する1以上の元弾性画像を用いて、精
検モードよりも低画質で高フレームレートの弾性画像を出力することができる。
　また、スクリーニングモードとして、弾性画像のフレーム幅を走査線方向とラスター方
向の少なくとも一方に縮めてもフレームレートを向上させても良い。
【００７９】
　なお、上記の他に相関窓を複数同時に設定し精検モードとスクリーニングモードを同一
画面で実施する事も可能である。
　さらに、段階的に画面の指定部位に向かってフレームレートや閾値などを変更していく
モードなども可能である。つまり、画面の指定範囲が精検モードでその周辺が徐々にクリ
ーニングモードに変わって行くモードなどである。当然このようなモードにおいても診断
部位を特定したのちに精検モードに切り換える、等の処理が可能である。

【図１】 【図２】
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